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第１章 総  則 

 

（この規則の目的） 

第１条 この規則は、四国旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が、ＩＣカード

を媒体としたストアードフェアカード（定期乗車券機能を搭載したものを含みます。以

下これらを「ＩＣカード乗車券」といいます。）による当社線に係る旅客の運送等につい

て、そのサービス内容とご利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的

とします。 

 

（適用範囲） 

第２条 当社において旅客の運送等を行うＩＣカード乗車券は、西日本旅客鉄道株式会社

が発行するＩＣカード乗車券（以下「ＩＣＯＣＡ乗車券」といいます。）とし、そのサー

ビス内容とご利用条件は、この規則の定めるところによります。 

２ 西日本旅客鉄道株式会社が定めるところによりＩＣＯＣＡ乗車券が相互利用するＩＣ

カード乗車券による当社線に係る旅客の運送等についてのサービス内容とご利用条件は、

この規則の定めるところによります。 

３ この規則が改定された場合、以後のＩＣカード乗車券によるサービス内容とご利用条

件は、改定された規則の定めるところによります。 

４ この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。 

 (注) 別に定めるものの主なものは、次のとおりです。 

(1) 旅客営業規則（昭和 62 年４月四国旅客鉄道株式会社公告第１号。以下「旅客規

則といいます。） 

   (2) ＩＣカード乗車券取扱約款（平成 15 年 10 月西日本旅客鉄道株式会社公告第 19

号） 

   (3) ＩＣＯＣＡ電子マネー取扱約款（平成 17 年９月西日本旅客鉄道株式会社公告第



17号。以下「電子マネー約款」といいます。） 

 

（用語の意義） 

第３条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。 

(1) 「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。 

(2) 「ＩＣＯＣＡ」とは、ストアードフェアカードの機能のみを搭載したＩＣＯＣＡ乗

車券をいいます。 

(3) 「小児用ＩＣＯＣＡ」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人で

ある小児のご利用に供するＩＣＯＣＡをいいます。 

(4) 「ＩＣＯＣＡ定期券」とは、券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期

乗車券の機能のみを搭載又は定期乗車券の機能とストアードフェアカードの機能を搭

載したＩＣＯＣＡ乗車券をいいます。 

(5) 「小児用ＩＣＯＣＡ定期券」とは、小児のご利用に供するＩＣＯＣＡ定期券をいいま

す。 

(6) 「スマートＩＣＯＣＡ」とは、西日本旅客鉄道株式会社が指定したクレジットカー

ドをチャージ支払い用に登録したＩＣＯＣＡ又はＩＣＯＣＡ定期券であって、サービ

ス内容及びご利用条件等について別に約定したものをいいます。 

(7) 「自動改札機」とは、ＩＣＯＣＡ乗車券の改札を行う改札機をいいます。 

(8) 「ＳＦ」とは、ＩＣＯＣＡ乗車券に記録される金銭的価値をいいます。 

(9) 「チャージ」とは、ＩＣＯＣＡ乗車券に入金してＳＦを積み増しすることをいいま

す。 

(10) 「デポジット」とは、ＩＣカードの利用権の代価として収受するものをいいます。 

(11) 「乗車券等」とは、ＩＣＯＣＡ乗車券用の自動券売機（チャージ機能付きの無人駅

自動券売機を除きます。以下同じ。）により発売する旅客規則に定める乗車券類及び

入場券をいいます。 

 

（契約の成立） 

第４条 ＩＣＯＣＡ乗車券による契約の成立時期は、ＩＣＯＣＡ乗車券を購入したときと

します。 

２ 個別の運送契約の時期は、当社の駅において乗車の際に自動改札機による改札を受け

たときとします。ただし、その成立について別段の意思表示があった場合を除きます。 

 

（規則等の変更） 

第５条 この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあ

ります。 

 



（旅客の同意） 

第６条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同

意したものとします。 

 

（利用エリア） 

第７条 当社線におけるＩＣＯＣＡ乗車券の利用エリアは別表１に定める範囲とし、エリ

アを越えてのご利用はできません。 

２ 前項の規定にかかわらず、旅客は第 44条に記載の西日本旅客鉄道株式会社における IC

カード乗車券を取り扱う各駅のうち、別表２に記載の利用エリアの各駅と、当社線をま

たがってご利用することができます。 

 

（利用エリア外の駅での取り扱い） 

第８条 前条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、別表１に定める範囲外の駅

において、ＩＣＯＣＡ乗車券の取り扱いを行うことがあります。 

 

（使用方法） 

第９条 ＩＣＯＣＡ乗車券を用いて乗車するときは、第７条に定める利用エリア内の駅相

互間を自動改札機による改札を受けて入場し、同一のＩＣＯＣＡ乗車券により自動改札

機による改札を受けて出場しなければなりません。 

２ 前項の場合であって、別に定める場合は、新幹線乗換駅に設置する新幹線乗換改札機

において、ＩＣＯＣＡ乗車券と新幹線に有効な乗車券類等とを併用することができます。

この場合、新幹線乗換改札機による改札をもって、前項に規定する利用エリア内の駅の

自動改札機による改札とみなして取り扱います。 

３ 前各項の場合、ＳＦ残額は 10円単位で旅客運賃に充当します。 

 

（発売箇所） 

第 10条 当社におけるＩＣＯＣＡ乗車券の発売箇所は、当社が別に定めます。 

 

（制限事項等） 

第 11条 １回の乗車につき、２枚以上のＩＣＯＣＡ乗車券を同時に使用することはできま

せん。 

２ 入場時に使用したＩＣＯＣＡ乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ＩＣＯＣ

Ａ乗車券で再び入場することはできません。 

３ 次の各号の１に該当する場合には、ＩＣＯＣＡ乗車券は直接自動改札機で使用するこ

とができません。 

(1) 入場時にＳＦ残額がないとき 



(2) 出場時にＳＦ残額が減額する運賃相当額に満たないとき 

(3) ＩＣＯＣＡ乗車券の破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるＩ

ＣＯＣＡ乗車券の内容の読み取りが不能となったとき 

４ 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。 

５ 第９条第２項に規定する場合を除いて、他の乗車券と併用して使用することはできませ

ん。 

６ ＩＣＯＣＡ乗車券を第９条第１項の規定により使用する場合、入場駅から出場駅まで

の最短経路が営業キロで200kmを超える場合は、ＩＣＯＣＡ乗車券の使用はできません。

ただし、次の各号の１のいずれかの条件を満たす場合に限り、営業キロで 200km を超え

る場合でも使用することができます。 

 (1) 旅客規則第 156 条第２号ロに規定する大阪近郊区間（以下「大阪近郊区間」といい

ます。）内の駅相互間を乗車する場合 

 (2) 次に定める特急列車の停車駅（臨時に停車する駅は除きます。）相互間を乗車する場

合 

  ア くろしお号 

  イ やくも号 

 (3) 大阪近郊区間内の駅と前号ア又はイに定める特急列車の停車駅の相互間を乗車する

場合 

７ 偽造、変造又は不正に作成されたＩＣＯＣＡ乗車券を使用することはできません。 

 

（サービスの制限又は停止） 

第 12条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限

又は停止をすることがあります。 

(1) 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止 

(2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法・入出場方法若しくは乗車する列車等の制限 

２ 前項の規定による制限をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。 

３ 本条に基づくサービスの制限に対し、当社はその責めを負いません。 

 

（ＩＣカードの所有権） 

第 13条 ＩＣＯＣＡ乗車券に使用するＩＣカードの所有権は、西日本旅客鉄道株式会社の

定めるところにより同社に帰属し、その取り扱いは同社の定めるところによります。 

２ ＩＣＯＣＡ乗車券が不要となったとき及びそのＩＣＯＣＡ乗車券を使用する資格を失

ったときは、ＩＣカードを当社または西日本旅客鉄道株式会社に返却しなければなりま

せん。 

３ 当社または西日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なく貸与したＩＣカードを交

換する場合があります。 



 

（デポジット） 

第 14 条 第 10 条に定める発売箇所においてＩＣＯＣＡ乗車券を発売するにあたり、当社

はＩＣカードを西日本旅客鉄道株式会社にかわり旅客に貸与することができます。この

場合、当社は西日本旅客鉄道株式会社に代わり、デポジットとしてＩＣカード１枚につ

き 500円を収受します。 

２ ＩＣＯＣＡ乗車券として利用したＩＣカードを旅客が返却したときは、第 15条、第 26

条又は第 37条に定める場合を除き、当社は西日本旅客鉄道株式会社に代わりデポジット

を返却します。 

３ デポジットは、旅客運賃に充当することはできません。 

 

（ＩＣＯＣＡ乗車券の失効） 

第 15条 カードの交換、ＳＦの使用、ＳＦのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌

日を起算日として、10 年間これらの取扱いが行われない場合で、西日本旅客鉄道株式会

社が特に定めた場合には、ＩＣＯＣＡ乗車券は失効することがあります。この場合の取

り扱いは西日本旅客鉄道株式会社の定めるところによります。 

２ 前項により失効したＩＣカードのＳＦ及びデポジットの返却を請求することはできま

せん。 

 

（チャージ） 

第 16条 ＩＣＯＣＡ乗車券（身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期

乗車券を搭載したＩＣＯＣＡ定期券を除く。以下本条において同じ。）には、当社が設置

する入金機で当社が定めるところによりチャージすることができます。 

２ 前項のほか、西日本旅客鉄道株式会社が設置するＩＣＯＣＡ乗車券用の自動券売機、

自動精算機又は入金機（チャージ機能付きの無人駅自動券売機を含みます。以下同じ。）

において、同社が定めるところによりチャージすることができます。 

３ 前２項のほか、ＩＣＯＣＡ乗車券には、電子マネー約款に規定する加盟店のうちＩＣ

ＯＣＡ乗車券へのチャージを取り扱う店舗でチャージすることができます。 

４ 前各項の場合、ＩＣＯＣＡ乗車券には、別表３に定めるいずれかの額をチャージする

ことができます。ただし、１枚当たりのＳＦの残額は 20,000円を超えることはできませ

ん。 

 

（ＳＦ残額の確認） 

第 17条 旅客は、ＩＣＯＣＡ乗車券のＳＦ残額を当社が設置する入金機又は自動改札機に

より確認することができます。 

２ 前項のほか、西日本旅客鉄道株式会社が設置するＩＣＯＣＡ乗車券用の自動券売機、



自動精算機、入金機又は自動改札機により確認することができます。 

 

（ＳＦ利用履歴の確認） 

第 18条 旅客はＩＣＯＣＡ乗車券の利用履歴を当社が設置する入金機又は西日本旅客鉄道

株式会社が設置する入金機、ＩＣＯＣＡ乗車券用の自動券売機により次の各号に定める

とおり確認することができます。 

(1) 利用履歴の内容は、ＳＦを使用して乗車し、精算し、又は乗車券等との引き換えを

行った場合の取扱月日、運賃収受対象区間（一部の取り扱いについては取扱箇所）及

び取扱後のＳＦ残額とします。 

(2) 利用履歴は、最近の利用履歴から最大 20件までさかのぼって表示又は印字し、確認

することができます。 

(3) 次の場合は利用履歴の確認はできません。 

ア 出場処理がされていない利用履歴 

イ 自動改札機による処理が完全に行われなかったときの利用履歴 

ウ 26週間を経過した利用履歴 

 

（スマートＩＣＯＣＡの取扱条件） 

第 19条 スマートＩＣＯＣＡにかかわるご利用条件等は西日本旅客鉄道株式会社の定める

ところによります。 

 

 

第２章 ＩＣＯＣＡ 

 

（発売額） 

第 20条 ＩＣＯＣＡの発売額は 2,000円（デポジット 500円を含む）です。 

２ 前項にかかわらず、別に定めるところにより、発売額を変更して発売することができ

ます。 

 

 （小児用ＩＣＯＣＡの発売） 

第 21条 小児用ＩＣＯＣＡは、西日本旅客鉄道株式会社の小児用ＩＣＯＣＡの発売を行う

駅において、西日本旅客鉄道株式会社が別に定めるところにより発売します。 

 

（記念ＩＣＯＣＡの発売） 

第 22条 発売箇所及び発売枚数を限定した特別デザインの記念ＩＣＯＣＡ（以下「記念Ｉ

ＣＯＣＡ」といいます。）を発売することがあります。 

 



（運賃の減額） 

第 23条 ＩＣＯＣＡを第９条第１項の規定により使用する場合、出場時にＩＣＯＣＡのＳ

Ｆから当該乗車区間の片道普通旅客運賃を減額します。この場合、小児用ＩＣＯＣＡに

あっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のＩＣＯＣＡにあっては、大人の片道普通

旅客運賃を減額します。 

２ 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、利用エリア内におい

て片道普通旅客運賃が最も低廉となる経路とします。 

 

 （小児用ＩＣＯＣＡの再印字） 

第 24条 小児用ＩＣＯＣＡは、その券面表示事項が不明となったときは、使用することが

できません。 

２ 券面表示事項が不明となった小児用ＩＣＯＣＡは、これを西日本旅客鉄道株式会社の

小児用ＩＣＯＣＡを発売する駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することが

できます。 

 

（効力） 

第 25条 第９条第１項の規定により使用する場合のＩＣＯＣＡの効力は、次の各号に定め

るとおりとします。 

(1) 当該乗車区間において、片道１回の乗車に限り有効なものとします。この場合、小

児用ＩＣＯＣＡにあっては、１枚をもって券面に記名された小児１人、その他のＩＣ

ＯＣＡにあっては、１枚をもって大人１人に限るものとします。ただし、小児用以外

のＩＣＯＣＡから大人の片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合に

は、小児１人が使用することができます。 

(2) 小児用ＩＣＯＣＡは旅客規則第 73条に定める小児の記名人のみが使用できます。 

(3) 第１号の規定により乗車する場合の乗車区間の経路については、当該乗車区間に対

する片道普通旅客運賃の運賃計算経路にかかわらず、利用エリア内に限り他の経路を

乗車することができます。 

(4) 途中下車の取り扱いはしません。 

(5) 入場後は、当日に限り有効とします。 

 

（無効となる場合） 

第 26条 ＩＣＯＣＡは、次の各号の１に該当する場合は、無効として回収します。この場

合、デポジットは返却しません。 

(1) 第 11条第５項の規定に違反して乗車した場合 

(2) 旅行開始後のＩＣＯＣＡを他人から譲り受けて使用した場合 

(3) 係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合 



(4) 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合 

(5) その他不正乗車の手段として使用した場合 

２ 前項によるほか、小児用ＩＣＯＣＡにあっては、次の各号の１に該当する場合は、無

効として回収します。 

(1) 記名人以外の者が使用した場合 

(2) 券面表示事項が不明となった小児用ＩＣＯＣＡを使用した場合 

(3) 使用資格・氏名・年齢を偽って購入した小児用ＩＣＯＣＡを使用した場合 

(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合 

３ 第１項第１号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。 

４ 偽造、変造又は不正に作成されたＩＣＯＣＡを使用した場合は、前各項の規定を準用

します。 

 

（不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等） 

第 27条 前条第１項又は第２項の規定により、ＩＣＯＣＡを無効として回収した場合（同

条第４項において準用する場合を含む。）は、旅客の乗車駅からの区間に対する片道普通

旅客運賃と、その２倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。 

２ 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明し

ない場合は、旅客規則第 266条の規定を準用して計算します。 

 

 （紛失再発行） 

第 28条 旅客は、ＩＣＯＣＡの盗難又は紛失等による再発行の請求をすることはできませ

ん。 

２ 前項にかかわらず、小児用ＩＣＯＣＡの記名人が当該小児用ＩＣＯＣＡを紛失した場

合で、別に定める申込書を小児用ＩＣＯＣＡの再発行登録を行う駅に掲出したときは、

次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した小児用ＩＣＯＣＡに対して再発行登録を

行います。 

(1) 公的証明書等の提示により、再発を請求する旅客が当該小児用ＩＣＯＣＡの記名人

本人又は代理人であることを証明できること。 

(2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が西日本旅客鉄道株式会社のシステムに登録

されていること。 

３ 再発行は、再発行登録による利用停止措置を行った翌日の窓口営業時間から 14日以内

に、西日本旅客鉄道株式会社の小児用ＩＣＯＣＡの再発行を行う駅において、西日本旅

客鉄道株式会社が別に定めるところにより行います。 

４ 第２項により再発行登録を行った後、これを取り消すことはできません。 

 

 （当社の免責事項） 



第 29条 紛失した小児用ＩＣＯＣＡの使用停止措置が完了するまでの間に当該小児用ＩＣ

ＯＣＡのＳＦの使用や払いもどし等で生じた旅客の損害額については、当社はその責を

負いません。 

 

（障害再発行） 

第 30条 ＩＣＯＣＡの破損等によってＩＣＯＣＡの処理を行う機器での取り扱いが不能と

なった場合は、その原因が故意と認められる場合を除き、当該ＩＣＯＣＡのＳＦ残額と

同額のＩＣＯＣＡの再発行の取り扱いを行います。 

２ 前項の取り扱いは、別に定める申込書をＩＣＯＣＡの再発行を行う駅に提出したとき

に限り取り扱います。この場合、当該ＩＣＯＣＡに対して再発行登録を行うことにより

使用停止措置を行い、その翌日の営業時間から 14日以内に再発行を行います。 

３ 前２項にかかわらず、小児用ＩＣＯＣＡについて別に定める申込書により再発行の申

告があった場合には、当社の駅では再発行登録のみを行い、再発行については西日本旅

客鉄道株式会社の小児用ＩＣＯＣＡの再発行を行う駅において、西日本旅客鉄道株式会

社が別に定めるところにより行います。 

４ 前各項の定めにかかわらず、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理

由の如何を問わず再発行の取り扱いを行いません。 

 

（払いもどし） 

第 31条 旅客は、ＩＣＯＣＡが不要となった場合は、これをＩＣＯＣＡの払いもどしを行

う駅に差し出して当該ＩＣＯＣＡのＳＦ残額（10円未満のは
・

数を切り上げ、10円単位と

した額とします。）の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客は手数料と

してＩＣＯＣＡ１枚につき 220円を支払うものとします。 

２ 前項の規定により払いもどす場合には、当社は西日本旅客鉄道株式会社に代わり、デ

ポジットを返却します。 

３ ＩＣＯＣＡの払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。 

４ 前各項にかかわらず、小児用ＩＣＯＣＡについて払いもどしを要する場合は、西日本

旅客鉄道株式会社が同社の定めるところによりその取り扱いを行います。 

 

（同一駅で出場する場合の取扱方） 

第 32条 旅客は、ＩＣＯＣＡで入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開

始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を現金で支払い、カー

ドの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。 

２ 旅客は、ＩＣＯＣＡを使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、

その駅の入場料金を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりま

せん。 



 

（列車の運行不能の場合の取扱方） 

第 33条 自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の

１に定めるいずれかの取り扱いを選択のうえ請求することができます。 

(1) 発駅までの無賃送還 

この場合、乗車区間の運賃は収受しません。また、無賃送還後、発駅での出場時に

はカードの発駅情報の消去処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した

場合は、次号に定める取り扱いを適用します。 

(2) 発駅に至る途中駅までの無賃送還 

この場合、発駅から途中駅までの片道普通旅客運賃相当額を、途中駅においてＩＣ

ＯＣＡのＳＦ残額から減額します。 

(3) 不通区間の別途旅行 

運行不能となった区間を旅客が旅客鉄道会社線によらないで別途に旅行を希望する

場合は、発駅から旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止駅において

ＩＣＯＣＡのＳＦ残額から減額します。 

２ 当社又は西日本旅客鉄道株式会社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じ

た場合の取扱方は別に定めるところによります。 

 

 

第３章 ＩＣＯＣＡ定期券 

 

 （発売） 

第 34条 ＩＣＯＣＡ定期券は、西日本旅客鉄道株式会社のＩＣＯＣＡの発売を行う駅にお

いて、西日本旅客鉄道株式会社が別に定めるところにより発売します。 

 

（運賃の減額等） 

第 35条 ＩＣＯＣＡ定期券の券面表示の有効期間内であって、券面表示区間外を乗車する

場合は、当該乗車区間は、旅客規則第 247 条に定める別途乗車として取り扱い、別途乗

車区間の普通旅客運賃相当額を収受します。この場合、小児用ＩＣＯＣＡ定期券にあっ

ては小児の片道普通旅客運賃を、その他のＩＣＯＣＡ定期券にあっては、大人の片道普

通旅客運賃を収受します。 

２ 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、利用エリア内におい

て片道普通旅客運賃が最も低廉となる経路とします。 

３ 第１項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、第 23条の規定を

準用することがあります。 

４ ＩＣＯＣＡ定期券を券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日



以降に使用する場合は第 23条の規定を準用します。 

 

（効力） 

第 36条 ＩＣＯＣＡ定期券は、記名人のみが使用することができます。 

２ 第 16条の規定によりＳＦをチャージしたＩＣＯＣＡ定期券にあっては、ＩＣＯＣＡ定

期券の券面表示区間外又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の

翌日以降であっても、第 25条の規定を準用して乗車することができます。ただし、同条

第１号ただし書きに規定する取り扱いを除きます。 

 

（無効となる場合） 

第 37条 ＩＣＯＣＡ定期券は、次の各号の１に該当する場合、無効として回収します。こ

の場合、無効となったＩＣＯＣＡ定期券の取り扱いは、西日本旅客鉄道株式会社の定め

るところによります。 

 (1) 第 11条第５項の規定に違反して乗車した場合 

(2) 係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合 

(3) 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合 

(4) 記名人以外の者が使用した場合 

(5) 券面表示事項が不明となったＩＣＯＣＡ定期券を使用した場合 

(6) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽って購入したＩＣＯＣＡ定期券を

使用した場合 

(7) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合 

(8) ＩＣＯＣＡ定期券に通学定期乗車券を搭載している場合であって、旅客がその使用

資格を失った後（旅客規則第 38 条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、

割引適用資格を失ったときを含む。）に使用した場合 

(9) ＩＣＯＣＡ定期券に通学定期乗車券を搭載している場合であって、旅客が旅客規則

第 170条の規定による証明書を携帯していない場合 

(10) その他不正乗車の手段として使用した場合 

２ 前項第１号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。 

３ 偽造、変造又は不正に作成されたＩＣＯＣＡ定期券を使用した場合は、前各項の規定

を準用します。 

 

（不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等） 

第 38条 前条第１項の規定により、ＩＣＯＣＡ定期券を無効として回収した場合（同条第

３項において準用する場合を含む。）は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃とそ

の２倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。 

(1) 前条第１項第１号に該当する場合であって、併用した乗車券が定期乗車券の場合は



旅客規則第 265 条第１項第１号、普通回数乗車券の場合は同第 265 条第１項第２号、

普通乗車券の場合は同第 265 条第１項第３号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運

賃 

(2) 前条第１項第２号、第３号、第９号及び第 10 号に該当する場合は、旅客規則第 265

条第１項第３号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃 

(3) 前条第１項第４号から第８号に該当する場合は、旅客規則第 265 条第１項第１号を

それぞれ準用して計算した普通旅客運賃 

２ 前条第３項により無効として回収した場合であってＩＣＯＣＡ定期券に記録されたデ

ータの変造、偽造を伴う場合は、当該データの内容をもって券面表示内容として取り扱

うことがあります。 

 

 （紛失再発行） 

第 39条 ＩＣＯＣＡ定期券の記名人が当該ＩＣＯＣＡ定期券を紛失した場合で、別に定め

る申込書をＩＣＯＣＡ定期券の再発行登録を行う駅に提出したときは、次の各号の条件

を満たす場合に限って紛失したＩＣＯＣＡ定期券（ＳＦ残額がある場合は当該ＳＦを含

みます）に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行います。 

(1) 再発行登録を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行登録を請求する旅客

が当該ＩＣＯＣＡ定期券の記名人本人（小児用ＩＣＯＣＡ定期券にあっては、記名人

本人又は代理人）であることが証明できること。 

 (2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が西日本旅客鉄道株式会社のシステムに登録さ

れていること。 

２ 再発行は、再発行登録による利用停止措置を行った翌日の窓口営業時間から 14日以内

に、西日本旅客鉄道株式会社のＩＣＯＣＡ定期券の再発行を行う駅において、西日本旅

客鉄道株式会社が別に定めるところにより行います。 

３ 第１項により再発行登録を行った後、これを取り消すことはできません。 

 

（障害再発行） 

第 40条 ＩＣＯＣＡ定期券の破損等によってＩＣＯＣＡ定期券の処理を行う機器での取り

扱いが不能となった場合は、その原因が故意と認められる場合を除き、当該ＩＣＯＣＡ

定期券の再発行登録の取り扱いを行います。 

２ 前項の取り扱いは、別に定める申込書をＩＣＯＣＡ定期券の再発行登録を行う駅に提

出したときに限り取り扱います。この場合、当該ＩＣＯＣＡ定期券に対して再発行登録

を行うことにより使用停止措置を行います。ただし、再発行登録後の再発行については、

再発行登録の取り扱いから 14日以内に、西日本旅客鉄道株式会社が定める駅において取

り扱います。 

３ 前各項の定めにかかわらず、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理



由の如何を問わず再発行の取り扱いを行いません。 

 

（払いもどし） 

第 41条 ＩＣＯＣＡ定期券又はこれに搭載した定期乗車券機能が不要となった場合の払い

もどしについては、西日本旅客鉄道株式会社が同社の定めるところによりその取り扱い

を行います。 

 

（同一駅で出場する場合の取扱方） 

第 42条 旅客が券面表示区間外の駅で、あるいは券面表示の有効期間の開始日前若しくは

有効期間の終了日の翌日以降において、ＩＣＯＣＡ定期券で入場した後、乗車しないで

同一駅で出場する場合は、第 32条第２項の規定に準じて取り扱います。 

 

 （列車の運行不能の場合の取扱方） 

第 43条 ＳＦをチャージしたＩＣＯＣＡ定期券を所持し、券面表示区間外を乗車する旅客

が自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、第 33条の規定に

準じて取り扱います。 

２ 当社又は他の旅客鉄道会社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合

の取扱方は別に定めるところによります。 

 

 

第４章 ＩＣカード乗車券の相互利用等 

 

（西日本旅客鉄道株式会社線でのＩＣＯＣＡ乗車券による乗車の取扱方） 

第 44条 第 7条第１項の規定にかかわらず、西日本旅客鉄道株式会社が経営する鉄道線（以

下「西日本旅客鉄道株式会社線」といいます。）内において、ＩＣＯＣＡ乗車券による乗

車等の取り扱いを行います。 

 

 （西日本旅客鉄道株式会社線内における取り扱い範囲等） 

第 45条 西日本旅客鉄道株式会社線内におけるＩＣＯＣＡ乗車券による旅客の運送等につ

いてのサービス内容とご利用条件は、西日本旅客鉄道株式会社が定めるところによりま

す。 

 

（他社線でのＩＣＯＣＡ乗車券による乗車の取扱方） 

第 46条 第 7条の規定にかかわらず、別紙「相互利用他社等一覧」に定める当社及び西日

本旅客鉄道株式会社以外の鉄道会社等（以下「相互利用他社等」といいます。）が経営す

る鉄道線等（以下「他社線」といいます。）内においてＩＣＯＣＡ乗車券（身体障害者割



引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したＩＣＯＣＡ定期券を除

く。以下同じ。）による乗車等の取り扱いを行います。 

 

（他社線内における取扱範囲等） 

第 47条 他社線内におけるＩＣＯＣＡ乗車券による旅客の運送等についてのサービス内容

とご利用条件は、当該相互利用他社等の定めるところによります。 

 

（相互利用他社等が発行したＩＣカード乗車券による乗車等の取扱方） 

第 48条 相互利用他社等が発行したＩＣカード乗車券のうち、西日本旅客鉄道株式会社と

相互利用が可能なものについては、当社線において乗車等の取り扱いを行います。 

２ 相互利用他社等が発行したＩＣカード乗車券のうち、西日本旅客鉄道株式会社と相互

利用が可能なＩＣカード乗車券は次のとおりとします。 

(1) 北海道旅客鉄道株式会社発行のＫｉｔａｃａ乗車券及びＫｉｔａｃａ定期乗車券

（身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したＫ

ｉｔａｃａ定期乗車券を除く。） 

（2) 株式会社パスモ発行のＰＡＳＭＯ及びＰＡＳＭＯ定期券（身体障害者割引又は知的障

害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したＰＡＳＭＯ定期券を除く。） 

(3) 東日本旅客鉄道株式会社発行のＳｕｉｃａ乗車券及びＳｕｉｃａ定期乗車券（身体

障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したＳｕｉｃ

ａ定期乗車券を除く。） 

(4) 東京モノレール株式会社発行のモノレールＳｕｉｃａ乗車券及びモノレールＳｕｉ

ｃａ定期乗車券（身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券

を搭載したモノレールＳｕｉｃａ定期乗車券を除く。） 

(5) 東京臨海高速鉄道株式会社発行のりんかいＳｕｉｃａ乗車券及びりんかいＳｕｉｃ

ａ定期乗車券（身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を

搭載したりんかいＳｕｉｃａ定期乗車券を除く。） 

（6) 株式会社名古屋交通開発機構発行のマナカ及びマナカ定期券（身体障害者割引又は知

的障害者割引等を適用して発売したマナカ及び定期乗車券を搭載したマナカ定期券を

除く。） 

（7) 株式会社エムアイシー発行のｍａｎａｃａ及びｍａｎａｃａ定期券（身体障害者割引

又は知的障害者割引等を適用して発売したｍａｎａｃａ及び定期乗車券を搭載したｍ

ａｎａｃａ定期券を除く。） 

(8) 東海旅客鉄道株式会社発行のＴＯＩＣＡ及びＴＯＩＣＡ定期券（身体障害者割引又

は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したＴＯＩＣＡ定期券を除

く。） 

(9) 株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩが発行するＰｉＴａＰａカードであって当社が別に



定めるもの。 

(10) 福岡市交通局発行のはやかけん及びはやかけん定期券（身体障害者割引又は知的障

害者割引を適用して発売したはやかけん及び定期乗車券を搭載したはやかけん定期

券を除く。） 

(11) 株式会社ニモカ発行のｎｉｍｏｃａカード及びｎｉｍｏｃａ定期乗車券（身体障害

者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したｎｉｍｏｃａ

定期乗車券を除く。） 

(12) 九州旅客鉄道株式会社発行のＳＵＧＯＣＡ乗車券及びＳＵＧＯＣＡ定期券（身体障

害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したＳＵＧＯＣ

Ａ定期券を除く。） 

(13) 東日本旅客鉄道株式会社発行のＷｅｌｃｏｍｅ Ｓｕｉｃａ及び株式会社パスモ発

行のＰＡＳＭＯ ＰＡＳＳＰＯＲＴ 

３ 前項に定める鉄道会社等が発行したＩＣカード乗車券で、当社線において乗車等の取

り扱いをする場合は、第４条から第９条まで、第 11条、第 12条、第 16条第１項、同条

第４項、第 17 条、第 18 条、第 23 条、第 25 条から第 28 条第１項まで、第 29 条、第 32

条、第 33条、第 35条から第 38条まで、第 42条及び第 43条の規定を準用します。この

場合、相互利用他社等が発行したＩＣカードを媒体とした定期乗車券については「ＩＣ

ＯＣＡ定期券」の規定を準用するものとし、ＩＣカードを媒体としたストアードフェア

カードについては「ＩＣＯＣＡ」の規定を準用するものとします。ただし、第 18条に規

定するＳＦ利用履歴の確認にあっては、当社及び西日本旅客鉄道株式会社内の利用履歴

以外について表示及び印字できないものがあります。  

４ 前項の定めにかかわらず、相互利用他社等が発行した記名人式のＩＣカードを媒体と

したストアードフェアカードについては、第 36 条第１項及び第 37 条第１項第４号の規

定を準用します。 

５ 第２項の定めにかかわらず、身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した

定期乗車券を搭載したＫｉｔａｃａ定期乗車券、身体障害者割引又は知的障害者割引を

適用して発売した定期乗車券を搭載したＰＡＳＭＯ定期券、身体障害者割引又は知的障

害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したＳｕｉｃａ定期乗車券、身体障害者

割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したモノレールＳｕｉｃ

ａ定期乗車券、身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭

載したりんかいＳｕｉｃａ定期乗車券、身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用し

て発売したｍａｎａｃａ（マナカ）及び定期乗車券を搭載したｍａｎａｃａ（マナカ）

定期券、身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載した

ＴＯＩＣＡ定期券、身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した株式会社

スルッとＫＡＮＳＡＩが発行するＰｉＴａＰａカードであって西日本旅客鉄道株式会社

が別に定めるもの、身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売したはやかけん



及び定期乗車券を搭載したはやかけん定期乗車券、身体障害者割引又は知的障害者割引

を適用して発売した定期乗車券を搭載したｎｉｍｏｃａ定期乗車券、及び身体障害者割

引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したＳＵＧＯＣＡ定期券の

チャージについては、第 16条第１項によるものとします。 

６ 第３項の定めにかかわらず、第２項第 13号に定めるＩＣカード乗車券で、当社線にお

いて乗車等の取扱いをする場合は、次の各号に定めるとおりとします。 

(1) 第 24条及び第 26条第２項第２号の規定は準用しません。 

(2) 当該のＩＣカード乗車券発行会社が定めるカード有効期間を超えて使用することは

できません。 

(3) 当該のＩＣカード乗車券発行会社が発行するレファレンスペーパーを携帯し、係員

の請求があったときは、いつでもその所持するレファレンスペーパーを呈示しなけれ

ばなりません。 

 

 



別表１（第７条第１項）利用エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２（第７条第２項）利用エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表３（第 16条） チャージ額 

取扱機器又は箇所 １回当たりのチャージ取扱金額 

自動券売機 

（チャージ機能付きの無人駅自動券売機除く） 

500円、1,000円、2,000円、 

3,000円、5,000円、10,000円 

チャージ機能付の無人駅自動券売機 1,000円、2,000円、 

3,000円、5,000円、10,000円 入金機 

自動精算機 

不足相当額※、500円、1,000円、 

2,000円、3,000円、5,000円、 

10,000円 

ＩＣＯＣＡ電子マネー取扱約款に規定する加盟店 

1,000円単位の任意の額 

（加盟店により異なる場合が 

あります。） 

※一部の自動精算機を除きます。 

 

 

 

別紙「相互利用他社等一覧」 

エリア 相互利用他社等 

Ｋｉｔａｃａエリア 北海道旅客鉄道株式会社 

ＰＡＳＭＯエリア 伊豆箱根鉄道株式会社、江ノ島電鉄株式会社、小田急電鉄株式会社、関東鉄道株式会社、

京王電鉄株式会社、京成電鉄株式会社、京浜急行電鉄株式会社、埼玉高速鉄道株式会社、

相模鉄道株式会社、首都圏新都市鉄道株式会社、新京成電鉄株式会社、西武鉄道株式会

社、東京急行電鉄株式会社、東京地下鉄株式会社、東京都交通局、東武鉄道株式会社、

東葉高速鉄道株式会社、箱根登山鉄道株式会社、北総鉄道株式会社、株式会社舞浜リゾ

ートライン、株式会社ゆりかもめ、横浜高速鉄道株式会社、横浜市交通局、伊豆箱根バ

ス株式会社、株式会社江ノ電バス横浜、株式会社江ノ電バス藤沢、小田急バス株式会社、

小田急シティバス株式会社、神奈川中央交通株式会社、株式会社湘南神奈交バス、株式

会社津久井神奈交バス、株式会社横浜神奈交バス、株式会社相模神奈交バス、株式会社

藤沢神奈交バス、川崎市交通局、川崎鶴見臨港バス株式会社、関東バス株式会社、京王

電鉄バス株式会社、京王バス東株式会社、京王バス南株式会社、京王バス中央株式会社、

京王バス小金井株式会社、京成バス株式会社、成田空港交通株式会社、千葉中央バス株

式会社、千葉海浜交通株式会社、千葉内陸バス株式会社、東京ベイシティ交通株式会社、

ちばフラワーバス株式会社、ちばレインボーバス株式会社、ちばシティバス株式会社、

ちばグリーンバス株式会社、京成タウンバス株式会社、京成トランジットバス株式会社、

京成バスシステム株式会社、京浜急行バス株式会社、羽田京急バス株式会社、横浜京急

バス株式会社、湘南京急バス株式会社、国際興業株式会社、小湊鐵道株式会社、相鉄バ

ス株式会社、西武バス株式会社、西武観光バス株式会社、立川バス株式会社、株式会社

シティバス立川、千葉交通株式会社、東急バス株式会社、株式会社東急トランセ、東京



空港交通株式会社、株式会社リムジン・パッセンジャーサービス、東武バスセントラル

株式会社、東武バスウエスト株式会社、東武バスイースト株式会社、東武バス日光株式

会社、朝日自動車株式会社、茨城急行自動車株式会社、国際十王交通株式会社、川越観

光自動車株式会社、阪東自動車株式会社、西東京バス株式会社、日東交通株式会社、館

山日東バス株式会社、鴨川日東バス株式会社、箱根登山バス株式会社、小田急箱根高速

バス株式会社、日立自動車交通株式会社、富士急行株式会社、株式会社フジエクスプレ

ス、富士急湘南バス株式会社、富士急山梨バス株式会社、富士急シティバス株式会社、

富士急静岡バス株式会社、船橋新京成バス株式会社、松戸新京成バス株式会社、平和交

通株式会社、あすか交通株式会社、山梨交通株式会社、横浜交通開発株式会社 

Ｓｕｉｃａエリア 札幌市交通局、東日本旅客鉄道株式会社、仙台空港鉄道株式会社、仙台市交通局、埼玉

新都市交通株式会社、伊豆急行株式会社、ジェイ・アール北海道バス株式会社、株式会

社じょうてつ、北海道中央バス株式会社、ジェイアールバス関東株式会社、新潟交通株

式会社、東京モノレール株式会社、東京臨海高速鉄道株式会社 

マナカエリア 名古屋市交通局、名古屋臨海高速鉄道株式会社、名古屋ガイドウェイバス株式会社 

ｍａｎａｃａエリア 名古屋鉄道株式会社、豊橋鉄道株式会社、愛知高速交通株式会社、名鉄バス株式会社、

名鉄バス中部株式会社、豊栄交通株式会社、株式会社オーワ 

ＴＯＩＣＡエリア 東海旅客鉄道株式会社 

ＰｉＴａＰａエリア 京阪電気鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、能勢電鉄株式会社、大阪市交通局、阪神電

気鉄道株式会社、大阪高速鉄道株式会社、北大阪急行電鉄株式会社、阪急バス株式会社、

神姫バス株式会社、南海電気鉄道株式会社、泉北高速鉄道株式会社、山陽電気鉄道株式

会社、神戸新交通株式会社、神戸市交通局、北神急行電鉄株式会社、叡山電鉄株式会社、

大阪空港交通株式会社、岡山電気軌道株式会社、両備ホールディングス株式会社、下津

井電鉄株式会社、神姫ゾーンバス株式会社、近畿日本鉄道株式会社、京都市交通局、神

戸電鉄株式会社、奈良交通株式会社、エヌシーバス株式会社、静岡鉄道株式会社、しず

てつジャストライン株式会社、京阪バス株式会社、阪急田園バス株式会社、京阪京都交

通株式会社、伊丹市交通局、高槻市交通部、中鉄バス株式会社、神戸交通振興株式会社、

阪神バス株式会社、神鉄バス株式会社、水間鉄道株式会社、神姫グリーンバス株式会社、

株式会社ウエスト神姫、山陽バス株式会社、京福電気鉄道株式会社、江若交通株式会社、

近鉄バス株式会社、京都京阪バス株式会社、南海バス株式会社、南海ウイングバス金岡

株式会社、南海ウイングバス南部株式会社、阪堺電気軌道株式会社、西日本ジェイアー

ルバス株式会社、三重交通株式会社、三交伊勢志摩交通株式会社、三重休校自動車株式

会社、八風バス株式会社、京都バス株式会社、尼崎交通事業振興株式会社 

※ 路線バスにおいては、ＩＣカード車載機を設備したバス路線（ただし、ＩＣカード

車載機を設備しないバスを除く。）に限る。 

ＩＣＯＣＡエリア 西日本旅客鉄道株式会社、あいの風とやま鉄道株式会社 

ＰＡＳＰＹエリア 広島電鉄株式会社、エイチ・ディー西広島株式会社、瀬戸内海汽船株式会社、宮島松大



汽船株式会社、広島観光開発株式会社、ＪＲ西日本宮島フェリー株式会社、瀬戸内産交

株式会社、さんようバス株式会社、有限会社なべタクシー、富士交通株式会社、有限会

社野呂山タクシー、朝日交通株式会社、有限会社東和交通、呉交タクシー株式会社、有

限会社倉橋交通、広島バス株式会社、広島交通株式会社、広交観光株式会社、芸陽バス

株式会社、備北交通株式会社、中国ジェイアールバス株式会社、石見交通株式会社、鞆

鉄道株式会社、広島高速交通株式会社、第一タクシー株式会社、株式会社中国バス、株

式会社井笠バスカンパニー 

はやかけんエリア 福岡市交通局 

ｎｉｍｏｃａエリア 西日本鉄道株式会社、西鉄バス北九州株式会社、西鉄バス佐賀株式会社、西鉄バス久留

米株式会社、西鉄バス筑豊株式会社、西鉄バス大牟田株式会社、西鉄バス宗像株式会社、

西鉄バス二日市株式会社、日田バス株式会社、西鉄高速バス株式会社、昭和自動車株式

会社、大分交通株式会社、大分バス株式会社、亀の井バス株式会社、JR 九州バス株式

会社、熊本市交通局、宮崎交通株式会社 

ＳＵＧＯＣＡエリア 九州旅客鉄道株式会社、北九州高速鉄道株式会社、熊本電気鉄道株式会社、九州産交バ

ス株式会社、産交バス株式会社、熊本バス株式会社、熊本都市バス株式会社 

 


